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総 務 部 防 災 危 機 管 理 課

中野区防災危機管理官の設置について

中野区における防災及び危機管理に係る体制の充実及び強化等を図るため、会計年度任用

職員の職として、中野区防災危機管理官を置く。

１ 防災危機管理官の職務

（１）不当要求及び不法行為に関すること。

（２）区内における事件及び事故の発生に伴う業務に関すること。

（３）災害時における本部員及び関係機関等との連絡調整に関すること。

（４）地域防災計画及び防災訓練等に関すること。

（５）国民保護計画に関すること。

（６）区の事業活動に伴うリスク及び社会における危機に関する情報の収集に関すること。

（７）職員に対し、リスク管理及び危機管理に関する助言その他必要な支援をすること。

（８）その他、防災・危機管理に関すること。

２ 任用

地方公務員法第２２条の２第１項第１号に基づく会計年度任用職員及び中野区防災危

機管理官設置要綱による。

（１）防災危機管理官は、１人とする。

（２）防災危機管理官の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則の規定（令

和元年中野区規則第４８号）第３条第４項第１号により公募によらないものとする。

（３）防災危機管理官の選考方法は、書類審査及び面接とする。

３ 任期

採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

（令和４年度については、令和４年４月 1日から令和５年３月３１日までを予定。）

４ 勤務態様

（１）勤務日数 １月当たり１５日

（２）勤務時間 １日当たり７時間


